
別紙：勤務条件 

職種 勤務形態 ※１ 勤務日 ※２ 休日 勤務場所 報酬額等 ※３ 

代替アシスタント 

（事務） 

週５日・１日６時間 

（週３０時間） 

月曜日から金曜日の 

５日間 

土曜日、日曜日、年末年
始（１２月２９日から
１月３日まで）、祝日及
び月曜日から金曜日の
うち、勤務日でない日。
ただし、あらかじめ行
事等で土曜日、日曜日
等に勤務を割り振られ
た場合を除きます。 

目黒区総合庁舎等 

※敷地内禁煙（目黒区総
合庁舎は屋外喫煙所１
か所あり） 

 

※常勤職員の欠員等の
状況により、庁外施設で
勤務する場合もありま
す。 

月額約 209,589円 

代替アシスタント 

（事務・週４日Ⅰ） 

週４日・１日７時間４５分 

（週３１時間） 

月曜日から金曜日の 

４日間 
月額約 216,576円 

代替アシスタント 

（事務・週４日Ⅱ） 

週４日・１日６時間 

（週２４時間） 

月曜日から金曜日の 

４日間 
月額約 167,671円 

代替アシスタント 

（事務・週４日Ⅲ） 

週４日・１日４時間 

（週１６時間） 

月曜日から金曜日の 

４日間 
月額約 111,780円 

代替アシスタント 

（事務・週３日） 

週３日・１日７時間４５分 

（週２３時間１５分） 

月曜日から金曜日の 

３日間 
月額約 162,432円 

代替アシスタント 

（事務・週３日Ⅱ） 

週３日・１日６時間 

（週１８時間） 

月曜日から金曜日の 

３日間 
月額約 125,752円 

 

※１ １日６時間（実働）の場合の基本シフト例（配属先によってシフト時間が異なります）。 

午前９時から午後４時まで（正午から午後１時までの休憩１時間を含む）。 

 

※２ 基本的には月曜日から金曜日が勤務日となりますが、配属先によっては、土曜日、日曜日が勤務日となる場合があります。 

 

※３ 報酬額等については、地域手当相当額を含んでいます。また、採用されるまでに給与改定等が行われた場合は、その定めるところによります。 

その他に条例の定めるところにより通勤手当相当額、時間外勤務手当相当額、期末・勤勉手当等を支給します（期末・勤勉手当は、任期や勤務日数等に
よっては支給対象外となる場合があります。）。 

報酬の支給日は、毎月１５日です。ただし、１５日が土曜日の場合は前日に、日曜日の場合は直前の金曜日に、また祝日の場合は直前の平日とします。 


